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自主防災組織が男女共同参画型の組織作りを行った事例です（行政主導ではない）。
取組の概要とポイントを説明します。

【概要】日頃から子育てや介護に関わっている女性が自主防災組織に参画することで、生活者
の視点で子供から高齢者まで幅広い世代に配慮した活動が期待されることから、子育てや介
護等で忙しい女性も含めて、住民が活動に無理なく参加できる仕組みを構築しています。

【ポイント】
 役員に女性枠を設けるとともに、役員の数自体を増やすことにより、女性が役員になりやす

い仕組みになっています。
 班長、副班長は名簿順に役員になることとしており、男女問わずだれもが平等に役員になる

仕組みを作っています。
 役員の体制は規約に明記することにより、組織全体の明確なルールとして位置づけること

が重要です。
 会議開催に当たっては、会議の時間を短時間に限定し、参加しやすい時間帯に開催するこ

ととしています。会議の時間を短時間にするためには、運営や資料作成をしっかりと行う必
要があり、事務局の役割が極めて重要になりますが、適任者の選定や、周囲のサポート体
制をしっかりと検討する必要があります。

 防災訓練に当たっては、発災時にはどんなメンバーで活動することになるか分からないこと
から、誰でもできることを意識し、炊き出し班＝女性といった男女別の役割分担を廃し、事務
局が適当に役割を割り当てることとしています。
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（つづき）
【ポイント】
 役員となるような女性リーダーは急に出てくるものではないため、隣近所で小さな５

人組のグループを作り、リーダーを指名しています。
 日頃から防災教育として防災劇など、男女共同参画の視点を組織内に浸透させる

ための取組を実施しています。

【組織外への効果の波及】
 取組の結果、市内45の自主防災組織が参加する連絡協議会において、男女共同

参画の視点が浸透しました。
 具体的には、副会長に女性が選出されたり、女性部会を設置し、将来的に役員につ

くような人材を育てるための取組が行われています。
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